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〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目2番6号　NSS・ニューステージ札幌11F
TEL011-726-7701 FAX011-726-7702 http://www.hokkaidoOHPC.rofuku.go.jp

〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番3号　朝日生命青森ビル8F
TEL017-731-3661 FAX017-731-3660 http://www.aomoriOHPC.rofuku.go.jp

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号　マリオス12F
TEL019-621-5366 FAX019-621-5367 http://www.iwateOHPC.rofuku.go.jp

〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル12F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://www.miyagiOHPC.rofuku.go.jp

〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitaOHPC.rofuku.go.jp

〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250  http://www.yamagataOHPC.rofuku.go.jp

〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.fukushimaOHPC.rofuku.go.jp 

〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibarakiOHPC.rofuku.go.jp

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigiOHPC.rofuku.go.jp

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmaOHPC.rofuku.go.jp

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitamaOHPC.rofuku.go.jp

〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号　千葉ポートサイドタワー13F
TEL043-245-3551 FAX043-245-3553 http://www.chibaOHPC.rofuku.go.jp

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3F
TEL03-3519-2110 FAX03-3519-2114 http://www.sanpo13.jp

〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号　横浜ランドマークタワー43F
TEL045-224-1620 FAX045-224-1621 http://www.kanagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒951-8055 新潟県新潟市礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.sanpo15.jp

〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://www.toyamaOHPC.rofuku.go.jp

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawaOHPC.rofuku.go.jp

〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397 http://www.fukuiOHPC.rofuku.go.jp

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.naganoOHPC.rofuku.go.jp

〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.gifuOHPC.rofuku.go.jp

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.aichiOHPC.rofuku.go.jp

〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.mieOHPC.rofuku.go.jp

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigaOHPC.rofuku.go.jp

〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www.kyotoOHPC.rofuku.go.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号　堺筋本町センタービル9F
TEL06-6263-5234 FAX06-6263-5039 http://www.osakaOHPC.rofuku.go.jp

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー19F
TEL078-360-4805 FAX078-360-4825 http://www.hyogoOHPC.rofuku.go.jp

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp

〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.wakayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www.tottoriOHPC.rofuku.go.jp

〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimaneOHPC.rofuku.go.jp

〒700-0907 岡山県岡山市下石井1丁目1番3号　日本生命岡山第二ビル新館6F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp

〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchiOHPC.rofuku.go.jp

〒770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目61番地　徳島県医師会館３F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushimaOHPC.rofuku.go.jp

〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://www.kagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　住友生命松山千舟町ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://www.ehimeOHPC.rofuku.go.jp

〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kouchiOHPC.rofuku.go.jp

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://www.fukuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www.sagaOHPC.rofuku.go.jp

〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasakiOHPC.rofuku.go.jp

〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamotoOHPC.rofuku.go.jp

〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.ooitaOHPC.rofuku.go.jp

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.miyazakiOHPC.rofuku.go.jp

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号　鹿児島商工会議所ビル6F
TEL099-223-8100 FAX099-223-7100 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo46/

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.okinawaOHPC.rofuku.go.jp

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。
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（注１） ※は一括法（「石綿による健康等に係る被害の防止のための関係法律の整備に関する法律案」（仮称））として18年通常国会冒頭に提出。 �
（注２） 18年度予算案額は、関係閣僚会合を構成する関係省庁による対策に係る金額。 �
（注３） 18年度予算案額においては、施設整備等経費の交付金等（約1.4兆円）の内数となっているものについては含まれていない。 �
�

「アスベスト問題に係る総合対策」の概要（平成17年12 月27 日）�

隙間のない健康被害者の救済�
17年度補正予算案額：388億円�
18年度予算案額　　：   93億円�

�

22 今後の被害を未然に防止するための対応�
17年度補正予算案額：1,417億円�
18年度予算案額　　：　　29億円�

国民の有する不安への対応 18年度予算案額：４億円 

救済新法の制定�

●「石綿による健康被害の救済に関する法律案」�
　（仮称）を18年通常国会冒頭に提出�

労災制度の周知徹底等�

　●労災認定基準の改正�
　●労災制度の周知徹底�

研究の推進等�

●中皮腫抗がん剤「ペメトレキセド」の�
　早期承認等�

既存施設での除去等�

●地方自治体の取組への支援（地方財政法改正※）�
●国の建築物等について除去等実施�
●民間建築物における取組への支援（助成措置の新設＋中小企業等を�
　対象とした低利融資制度の創設）�
●吹付けアスベスト等の使用規制（建築基準法改正※）�

アスベスト早期全面禁止�

●代替化を促進し18年度中に全面禁止措置 

解体時等の飛散・ばく露防止�

●飛散防止のための規制の拡充 （大気汚染防止法改正※） �
●石綿障害予防規則等の周知・指導 

アスベスト廃棄物の適正処理�

●アスベスト廃棄物の無害化処理推進（廃棄物処理法改正※�
　＋税制上の措置の新設） �
●廃アスベスト適正処理の規制強化�

健康相談等の対応�

●国民の健康相談への対応 �
●健康管理手帳の交付要件等の見直し �
●アスベスト関連の作業に従事した退職者への健康診断の実施 �
●一般住民の健康管理の促進 

実態把握・国民への情報提供 �

●解体現場周辺の大気中濃度測定 �
●室内アスベスト濃度指標設定に資する調査研究 �
●健康被害者の実態調査�
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（注１） ※は一括法（「石綿による健康等に係る被害の防止のための関係法律の整備に関する法律案」（仮称））として18年通常国会冒頭に提出。 �
（注２） 18年度予算案額は、関係閣僚会合を構成する関係省庁による対策に係る金額。 �
（注３） 18年度予算案額においては、施設整備等経費の交付金等（約1.4兆円）の内数となっているものについては含まれていない。 �
�

「アスベスト問題に係る総合対策」の概要（平成17年12 月27 日）�

隙間のない健康被害者の救済�
17年度補正予算案額：388億円�
18年度予算案額　　：   93億円�

�

22 今後の被害を未然に防止するための対応�
17年度補正予算案額：1,417億円�
18年度予算案額　　：　　29億円�

国民の有する不安への対応 18年度予算案額：４億円 

救済新法の制定�

●「石綿による健康被害の救済に関する法律案」�
　（仮称）を18年通常国会冒頭に提出�

労災制度の周知徹底等�

　●労災認定基準の改正�
　●労災制度の周知徹底�

研究の推進等�

●中皮腫抗がん剤「ペメトレキセド」の�
　早期承認等�

既存施設での除去等�

●地方自治体の取組への支援（地方財政法改正※）�
●国の建築物等について除去等実施�
●民間建築物における取組への支援（助成措置の新設＋中小企業等を�
　対象とした低利融資制度の創設）�
●吹付けアスベスト等の使用規制（建築基準法改正※）�
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●代替化を促進し18年度中に全面禁止措置 

解体時等の飛散・ばく露防止�

●飛散防止のための規制の拡充 （大気汚染防止法改正※） �
●石綿障害予防規則等の周知・指導 

アスベスト廃棄物の適正処理�

●アスベスト廃棄物の無害化処理推進（廃棄物処理法改正※�
　＋税制上の措置の新設） �
●廃アスベスト適正処理の規制強化�

健康相談等の対応�

●国民の健康相談への対応 �
●健康管理手帳の交付要件等の見直し �
●アスベスト関連の作業に従事した退職者への健康診断の実施 �
●一般住民の健康管理の促進 

実態把握・国民への情報提供 �

●解体現場周辺の大気中濃度測定 �
●室内アスベスト濃度指標設定に資する調査研究 �
●健康被害者の実態調査�
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胸部エックス線検査又は胸部ＣＴ検査により、胸膜

プラーク（肥厚斑）が認められ、かつ、胸部エックス

線検査でじん肺法に定める第１型以上と同様の肺線維

化所見（いわゆる不整形陰影）があって胸部ＣＴ検査

においても肺線維化所見が認められること。

肺内石綿小体又は石綿繊維の量が一定量以上（次の

いずれか）認められること

・乾燥肺重量１ｇ当たり5,000本以上の石綿小体

・乾燥肺重量１ｇ当たり200万本以上の石綿繊維

（５μm超。2μm超の場合は500万本以上）

・気管支肺胞洗浄液１ml当たり５本以上の石綿小体

① 死亡に関して市区町村長に提出した死亡診断書又は死

体検案書において、死亡の原因として「中皮腫」の記

載があること（良性疾患であることを明記したものを

除く）を確認できること

② 死亡時の診療録に中皮腫に起因して死亡したことの記

載があることを確認できること

① 死亡に関して市区町村長に提出した死亡診断書又は死

体検案書において、死亡の原因として「肺がん」の記

載（転移によるものを示す記載を除く）があることを

確認できること

② 死亡時の診療録に原発性肺がんであって、これに起因

して死亡したことの記載があることを確認できること

胸部エックス線検査又は胸部ＣＴ検査により、胸膜

プラーク(肥厚斑）が認められ、かつ、胸部エックス

線検査でじん肺法に定める第１型以上と同様の肺線維

化所見（いわゆる不整形陰影）があって胸部ＣＴ検査

現在療養中の方への給付

医療費（本人が請求）……………………自己負担分

療養手当（本人が請求）…………… 103,870円／月

認定後療養中の方がお亡くなりになった場合の給付

葬祭料（葬祭を行う方が請求）………… 199,000円

救済給付調整金（生計が同一であったご遺族が請求）
………………………………………………個別に算定

制度施行前（平成18年３月27日より前）にお亡くなりになっ
た方の遺族への給付

特別遺族弔慰金（生計が同一であったご遺族が請求）
…………………………………………… 2,800,000円

特別葬祭料（生計が同一であったご遺族が請求）
……………………………………………… 199,000円
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① じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第１型以

上である石綿肺の所見が認められること。

② 乾燥肺重量１ｇ当たり5,000本以上の石綿小体若しく

は200万本以上（５μm超。２μm超の場合は500万本

以上）の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液１p中５本以

上の石綿小体が認められること。

③ 石綿にばく露したことを示す医学的所見（胸膜プラー

ク、石綿小体又は石綿繊維）が認められ、かつ、石綿

ばく露作業への従事期間が10年以上あること。

① ③

②

においても肺線維化所見が認められること。

肺内石綿小体又は石綿繊維の量が一定量以上（次の

いずれか）認められること。

・乾燥肺重量１ｇ当たり5,000本以上の石綿小体

・乾燥肺重量１ｇ当たり200万本以上の石綿繊維

（５μm超。2μm超の場合は500万本以上）

・気管支肺胞洗浄液１p当たり５本以上の石綿小体

2

1.

2.

3.

同左

（1）原発性肺がんであって、次の 又は に該当するもの。
第１型以上である石綿肺の所見が認められること。
次の（ア）又は（イ）の医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく
露作業への従事期間が10年以上あること。ただし、肺内の石綿
小体又は石綿繊維が一定量以上（乾燥肺重量１ｇ当たり5,000本
以上の石綿小体若しくは200万本以上（5μm超。2μm超の場合
は500万本以上）の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液１p中5本以
上の石綿小体）認められた場合は、従事期間が10年に満たなく
とも、本要件を満たすものとして取り扱う。
（ア）胸膜プラークが認められること。
（イ）肺内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。

（1）次の 又は に該当するもの。
第１型以上である石綿肺の所見が認められること。
石綿ばく露作業への従事期間が１年以上あること。

良性石綿胸水については、本省に協議して決定。

（1） 次の 及び のいずれの要件にも該当するもの。
胸部エックス線写真で、肥厚の厚さが最も厚いところが５mm
以上、広がりが片側にのみの場合は側胸壁の1/2以上、両側の場合
は側胸壁の1/4以上あるものであって、著しい肺機能障害を伴うこと。
石綿ばく露作業への従事期間が３年以上あること。

じん肺管理区分管理４の石綿肺又は合併症（肺結核、結
核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発
性気胸）。

（1）原発性肺がんであって、次の 又は に該当するもの。
第1型以上である石綿肺の所見が認められること。
次の（ア）又は（イ）の医学的所見が得られ、かつ、
石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。
（ア）胸膜プラークが認められること。
（イ）肺組織内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。

（1）次の 又は に該当するもの。
第１型以上である石綿肺の所見が認められること。
次の（ア）又は（イ）の医学的所見が得られ、かつ、
石綿ばく露作業への従事期間が１年以上あること。
（ア）胸膜プラーク（胸膜肥厚斑）が認められること。
（イ）肺組織内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。

良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚については、本省に協
議して決定。
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減量させる方向にもっていければ」などとのアドバイスが

講義の途中途中で行われる。主治医と産業医の連携等々、

矢継ぎ早に質問が飛ぶ様子からは受講者の関心の高さが窺

える。

池田相談員からは、「セミナー終了後に寄せてもらうアン

ケートなどでの要望を聞きながらテーマを設定しています

が、今後、産業保健を進めるに当たって実施したいものは

いろいろあります」と積極的な心強い発言が聞かれる。

こうした相談員の方々に支えられている各種の事業であ

るが、事業場や事業場団体からの相談員への講演依頼が非

常に多いのも目を引く。平成16年度は150件あり、平成17

年度も取材日現在ですでに100件を超えていた。

こうした現状に触れ、日常的に事業場と相談員とのパイ

プ役を務める西山成樹・業務課長は、「講師となる相談員の

先生方の丁寧できめ細かな対応の現れと言えるでしょう。ま

た、われわれセンターのスタッフに求められているものとして、

サービス精神を常に持ち、相談や問い合わせなどには速や

かに回答、対応するスピード性が最重要ではないかと実感

しています」と日々の奮闘ぶりが窺える発言が聞こえる。

だが、課題がないわけでもない。長野県は南北に長い地

形であるのに加えて、山脈が入り込んでいることから、横

断することが困難など交通の便でのハンディがある。研修

の開催が長野市と松本市という現状から、「センターのある

長野市が北部に位置しているため長野市への交通の便のよ

いところ以外の事業場へのサービスをどのように行ってい

くかが課題としてあります」と片井副所長は思案げである。

しかしながら、平成７年に開設されてから10年が経過し、

その間、産業保健に必要な各分野の相談員の確保を課題の

ひとつに掲げ、体制を整えて研修事業を柱として情報提供

してきた経験と実績のある同センターである。答えは遠く

ない時期に出ると期待される。

最後になったが、佐藤所長は「提供するサービス内容の

一層の充実や利用者の満足度の向上が求められています。

研修会の参加者からは高い評価をいただいていますし、講

師紹介の件数も非常に多いです。今後も実践的で有益な研

修を実施するよう努めてまいります」と積極姿勢を語って

くれた。

14 21 2006.4 第44号

富山地域産業保健センター（センター長：福田孜・社団

法人富山市医師会会長）の設立は平成6年にさかのぼる。当

初は利用者獲得のための広報活動に苦労したとのことだが、

地元紙とのタイアップで実現した「健康相談窓口開催のお

知らせ」の継続的な掲載や富山労働基準監督署主催の説明

会などでの地域センターのＰＲ、利用者のニーズに即した

健康教室の開催などを重ねることで、着実に知名度を上げ

ていった。

とりわけ富山市医師会の事業の柱でもある健康診断事業

との連携については、健診の事後措置を地域センターの健

康相談窓口が担うというやり方で利用者の間口を大きく広

げていった。同医師会の産業保健担当理事を務める吉山泉

医師（吉山医院院長）は「医師会では長年、健康管理セン

ターという独自の組織をもって健康診断事業に

取り組んでおり、労働安全衛生法に基づく一般

健康診断、石綿健康診断を含む特殊健康診断な

どを行っています。健康管理センターを利用し

ていただいている事業場の中には従業員数50人

未満の事業場も当然ありますから、こうした事

業場に対して地域センターの積極的な利用を呼

びかけているのです」と説明する。

医師会の事務局職員で、平成17年10月にコー

ディネーターに就任した山内直人氏は、「センターの健康

相談窓口は原則として毎週木曜日に開設していますので、

一般の事業場はもとより、健康管理センターで健診を受け

た事業場の方々には特にこうした機会を生かして、事後措

置面接を受けてもらいたいという趣旨をお伝えしています」

と話す。法定の健診は実施していても事後措置にはなかな

か手が回らない小規模事業場をフォローする絶妙の連携が

図られているといえるだろう。

さらにセンターでは産業保健活動のPRの一環として研

修や健康教室の開催なども行っている。定例のものとして

は、県医師会、富山産業保健推進センターとの共催で産業

医学研修会、そして事業場の衛生担当者を対象とした産業

保健担当者健康セミナーを開催している。ともに産業保健

や健康づくりに関する身近な話題を取り上げており、好評

を博しているとのこと。

また、最近のトピックとしては、今年度からスタートし

た「働き盛り層のメンタルヘルスケア支援事業」があげら

れる。この事業の実施に当たっては、富山市保健所との共

催で、職域保健と地域保健の連携による労働者とその家族

に対するメンタルヘルスケア支援を目的としたセミナーの

開催が年度内に3回予定されており、2月までに2回のセミ

ナーが開催されている。平日の夜7時30分からの開催にも

関わらず、「メンタルヘルスケアをテーマとした専門家に

よる講演を聞くために各回40人ほどが参加した」（山内氏）

という会場では、講演の後に個別相談の時間も設けられ、

日頃なかなか専門家に相談する機会のないメンタルヘルス

に係る問題について真剣にアドバイスを受ける参加者の姿

がみられたという。

さて、4月1日から改正労働安全衛生法が施行され、産業

医そして地域センターの果たす役割が今後ますます重要に

なることが予想されるが、こうした状況を受けて吉山医師

は「事業場の方々と接するたびに､産業医に対する社会的

ニーズの高まりは、ま

さに時代の要請だとい

うことを痛感します。

地域センター事業のさ

らなる充実を目指して、

今後とも当医師会の特

色である健診事業との

相互乗り入れを図りな

がら､小規模事業場に対

する支援の幅を広げていきたい」と力強く宣言。

一方、山内コーディネーターは「登録事業場の数が増えて

きたとはいえ、まだまだセンターを利用したことがない事

業場のほうが多いのが現状です。ただ利用した事業場の

方々からは『利用してよかった』という言葉をいただくこ

とが多いのも事実。これからもこうした言葉をいただける

ように登録事業場の裾野を広げていきたい」と笑顔で話し

てくれた。
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市内の日陰には雪が残るものの、早くも春かと思わせる

暖かな２月22日、善光寺で有名な長野市の駅前通り沿に居

を構える長野産業保健推進センター（佐藤晃所長）の研修

室では、産業看護職や衛生管理者を対象にした研修会が開

かれていた。研修会は下期（平成17年10月から平成18年３

月）だけでも22回開催される。同センターの事業でも中心

の柱となるものの

ひとつだ。今回の

テーマは『糖尿病』。

今号ではこのセミ

ナーの様子を紹介

しながら、同セン

ターの現況を報告

することにしよう。

◆

研修は、「産業保健の基礎をはじめ各分野の専門性の確

保を図るとともに、利用者のニーズを踏まえてのテーマ設

定としています。今回は生活習慣病予防として要望が多か

った糖尿病を取り上げました」と基本的な方針を説明して

くれるのは片井稔副所長。また、「最近の研修ニーズでは、

メンタルヘルス分野とカウンセリング分野が高くなってい

る傾向にあります」と付け加える。

また、研修の進め方としては、小人数（20人程度を上限

に）での受講者参加型の実践研修スタイルを取っている。

この日も講義方式と討議方式の併用で行われた。講師の池

田正憲・池田クリニック院長（産業医学担当の相談員）は、

用意した資料に沿って説明するとともに、受講者の事業場

の現状を聞きながら、また、そこでの問題点などを相互に

確認しながら進めて行く。全員が発言するし、対話しなが

らの研修風景は、小人数制のメリットを最大限に引き出し

ている観がある。糖尿病により全国で年間6000人が足を切

断している臨床での現状を紹介しながら、健康指導の難し

さの質問には、「糖尿病というよりも肥満としての指導を

した方が入りやすいでしょう。褒めながら、少しずつでも

〒380‐0936 長野県長野市岡田町215‐1 
日本生命長野ビル3F
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研修は受講者参加型の実践スタイルで進められる。
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助成金の申請および支給条件について

共同選任によりきめ細かな
指導を享受

21 172006.4 第44号

30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

（注）共同選任医師を選任するのに要した費用の額が上記の額を下回る場合は、その医師を選任
するのに要した費用の額を支給します。

左から、田島塗装深谷社長、KYB臼井工場長、新津谷医師
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さらに健康レベルが低下した労働者に対する医療管理、

低下の原因を把握した上で行う予防管理、および個人の健

康レベルを向上させるためのＴＨＰを柱とする健康づくり

活動等の体系が存在する。

労働衛生管理は担当者だけで進めるものではなく、組織

で働くすべての人たちが正しい知識を共有しながら、行動

を実践していくことが必要である。労働衛生教育は産業医

をはじめとする労働衛生スタッフがその専門的な知識を組

織全体に共有化させるための活動である。

実際に行われている労働衛生教育には多くのものがある

が、いずれにしてもその目的を明確にしてから進めなけれ

ばならない。そのためには労働衛生教育により何を求める

かを正しく認識しなければならない。

は筆者が提案している労働衛生教育の５段階である。

従来の労働衛生教育が実施することに主眼をおくあまり、

教育による到達水準に関する意識が不明確になる傾向が認

められるため、まとめてみたものである。

労働衛生教育は産業医にとっても重要な活動テーマであ

るが、事業場で働く他の従業員と比べて特異な位置づけに

あるため、効果的に進めるためにはいくつかの課題がある。

本来労働衛生管理は事業者責任の下に推進される企業活

動であり、労働者はもとより産業医や労働衛生スタッフも

事業者に雇用されながら、事業者の下で労働衛生を担当す

る立場である。この立場は基本的には専属産業医も嘱託産

業医も同様の立場であり、第三者ではないのである。した

がって産業医は企業の経営や安全衛生管理システムの中に

組み込まれている立場であることを意識する必要がある。

労働衛生管理は労働者の健康の維持向上をねらいとする

管理体系であるが、その中身は健康管理で重要な医学・保

健管理的知識ばかりではなく、作業環境管理における工学

的知識、作業管理における人間工学的知識のほか、心理学、

人事管理、法的知識管理手法等を含む総合的な管理体系で

ある。したがって産業医は自己がもつ専門領域以外の教育

事項については、事業場内の衛生管理者等の専門スタッフ

を活用して労働衛生教育プログラムを作成することが重要

である。

平成18年の法改正では安全管理者等に対しては選任の際

に新たな専門教育が義務化されたが、事業者、産業医、衛

生管理者等は対象となっていない。しかしながら法改正で

は安全衛生管理にリスクアセスメントが加えられ、また産

業医と縁が深い安全衛生委員会の議題にも、メンタルヘル

スや過重労働等が追加されている。したがってこれからの

労働衛生管理には事業者、産業医、衛生管理者等に対する

新たな知識を加えなければならない。教育を行うためには

時代に適応した新たな知識が必要なのである。

労働衛生教育の対象は非常に広く、それぞれの役割と特

性をもっている。まず重要なことは「誰に対して、何を教

えるか」という点である。

労働衛生教育を実施するという基本的な段階である。受

講者は単に受講しているという消極的な姿勢になる場合が

多い。もちろん労働衛生教育は実施することがスタートで

ある。しかしこの段階でとまってしまっては本来の労働衛

生教育の目的を果たすことはできないのである。

労働衛生教育を受講することにより、労働衛生に対する

知識が深まる段階である。受講者の状態はレベル１の「習

っている」から「知っている」にステップアップする。一

般的な健康教育ではこの段階でも意義があるといえるが、

労働衛生行動の実行を狙いとする場合には未達の段階とい

えよう。もちろん、限られた時間の中で受講したすべてを

理解することは到底不可能である。本来、教育は１回の講

義では数点を理解できればよいのであって過剰な期待はで

きないものである。むしろ一部の理解が受講者の意識づけ、

動機づけに結びつけば成功なのである。

このレベルに達するためのキーワードは教育方法であ

り、教育プログラム、教材、トレーナーの技術が充実して

始めて達成することができるのである。

レベル２は頭の中で理解した段階であり、それを実際の

労働衛生行動に結びつけるものではない。そのため、ここ

では教育をさらに訓練まで発展させている。たとえば労働

衛生保護具の正しい着用は単に教育で説明しただけでは不

十分であるため、防毒マスクに例を取れば実際に受講者に

着用させ、着用感を経験させるとともに、面体における空

気漏れのチェック（フィッティングテスト）を実際に行わせ

ることが有効である。また、作業標準については標準書を

もとにして実際の作業を行わせながら教える必要がある。

労働衛生教育では正しい労働衛生行動を実行させなけれ

ば効果は望めない。そのため、この段階では訓練から指導

へ移行しなければならない。教育内容を実際行動に移させ

るためには多くの障害がある。この障害を乗り越えて実行

に結びつけるためには職場の管理監督者が意識的に熱意の

ある指導を行うことが重要である。

レベル４で実行に移っても単発的な教育では労働衛生行

動が継続することは少ない。労働衛生行動は職場において

継続的に実施されることが重要であるから、フォローアッ

プ教育と管理監督者の協力により、安全衛生文化として定

着させることが重要である。
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平成18年４月の労働安全衛生法の改正は、従来の安全衛

生管理に大きな変革を求める改正である。この中には労働

衛生管理に関する新たな要求事項が多く含まれている。

一例を挙げれば作業における危険・有害性の評価と対

応、すなわちリスクアセスメントが事業者に求められたこ

とである。発生してしまった労働災害（業務上疾病が含ま

れることは当然である）の原因を追究して再発防止対策を

行う従来の考え方から、これから発生する災害・健康障害

を予測し、リスクの大きさを評価し、その結果に基づく適

切な是正措置、すなわち事前対策を中心とする考えに変わ

ってきたのである。

さらに安全衛生委員会等の安全衛生管理体制の整備、安

全管理者等の安全衛生スタッフへの教育が加えられたこと

も大きな特徴である。したがって労働衛生教育もこれらに

関する新しい考え方を加味しながら進めなければならない

のである。

最初に労働衛生管理および労働衛生教育のあり方につい

て考えてみたい。労働衛生管理に対する正しい認識があっ

てこそ労働衛生教育の充実が期待できるからである。

労働衛生管理の基本は労働者の健康の維持向上を図るた

めの管理体系であることはいうまでもないが、そのために

は多くの関連領域がある。とくに、労働者の健康の維持向

上を図るためには、作業環境および作業をより適正なもの

に改善することが重要である。
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であり、安全衛生マネジメントシステムでも示されている

Ｐ（Ｐｌａｎ），Ｄ（Ｄｏ），Ｃ（Ｃｈｅｃｋ），Ａ（Ａｃｔ）

のステップで考えることが有効である。

労働衛生教育を計画する場合は事業場内の安全衛生組織

を活用してチームによる運営を図ることが望ましい。教育

の実施にあたってはカリキュラムの検討、事業場内の実施

手続き、案内書の配布、会場準備等多くの作業が必要なた

めである。このような場合には関係者で構成する教育検討

チームを設置することがもっとも効率的である。チームリ

ーダーは産業医がなってもよいが、むしろ安全衛生組織の

責任者がリーダーとなり、産業医は専門家の立場からアド

バイザーとなるほうが負担は少ない。

チームが設置されたらいよいよ具体的な検討に入る。こ

れは５Ｗ２Ｈの手法を活用することが有効である。

）

対象となる受講者を決めるものである。教育内容は対象

者により大きく異なるため、専門的な内容の場合はいろい

ろな受講者層が混在しないようよう注意する必要がある。

また教育の実施者（トレーナー・担当者）を決める場合に

はテーマおよび受講者層にもっとも適したトレーナーを選

ぶことがポイントである。

）

対象者に何を教えるかというカリキュラムの決定は教育

計画の中心部分である。具体的内容は「３．労働衛生教育

の対象者の特性」を参考にされたい。

）

カリキュラムの内容を決める際には、その教育内容が受

講者にとってなぜ必要かを明確にしなければならない。こ

のステップはその労働衛生教育の妥当性を示すものであ

る。

）

教育を行う時間帯および教育時間を決めるステップであ

る。これは事業場の業務による制約を受けるため、長時間

実施する場合には、時間を分散してシリーズものの形にす

る場合もある。

）

教育会場を検討するステップである。通常は騒音が少な

く、職場から多少はなれた場所を設定することが望ましい。

）

教育方法を決める重要なステップである。教育内容、受

事業者は安全衛生管理の最高責任者であることはいうま

でもなく、事業場の安全衛生管理は事業者の安全衛生ポリ

シーにより大きな影響を受ける。しかしながら事業者は同

時に企業経営の最高責任ももっているから、２つの責任を

両立させなければならない。このジレンマがいわゆる不祥

事を引き起こす背景となる場合がある。したがって事業者

に対しては企業の安全衛生責任、遵法性を理解させること

が重要になる。

衛生管理者は事業場内で事業者の委任を受けて事業者、

総括安全衛生管理者の職務を代行して担当する立場にある

から、衛生管理者のレベルアップは当然重要である。衛生

管理者は事業場の規模により複数人数が配置されることに

なっているが、実態は選任されたすべての衛生管理者が活

動しているとは限らない。すなわち衛生管理者は積極的に

動いている層と消極的な層があり、すべての衛生管理者の

質的向上は労働衛生管理の課題のひとつである。

衛生管理者の資格をもつ看護職はともかくとして、健康

管理を中心とする看護職は個人の健康管理には精通してい

る半面、職業性疾病の背景、すなわち作業環境、有害化学

物質、作業内容に対する知識が十分ではない。これは健康

障害の原因を追究し、問題を解決する力が不足しているこ

とを意味している。そのため、労働衛生教育では有害物、

作業環境、作業管理に関する知識を衛生管理者等の力を借

りて実施すべきである。

職場における労働衛生行動については作業との関連が強

いため、衛生管理者や管理監督者の力を利用すべきである

が、基本的行動については産業医の立場から理解を求める

ことは有効である。

また、生活習慣病に関する啓蒙教育は先に述べたレベル

２（知識教育）でも動機づけという面で行動変容に結びつ

くことも期待できる。

労働衛生教育は医学、工学、心理学等による総合的教育

体系である。このシステムを確立するためには管理の基本
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講者層によって効果的な方法を検討する必要がある。教育

方法は種々のものがあるが、最近ではパワーポイント等の

画像を利用した視聴覚や現物（労働衛生保護具）を活かし

たものが多く採用されている。

とくに一方的な講義形式よりもグループ討議や演習形式

を取り入れた受講者参加型のほうが、教育効果が大きいと

認められている。

）

事業場における教育は当然費用の制約を受ける。教育計

画を立案する場合にはコスト感覚をもつことも重要であ

る。

教育に関連する事項は通常事務局員が担当するので、こ

こでは産業医が直接教育を行う場合の注意事項を述べる。

事業者、管理者、監督者、衛生管理者、労働者はそれぞ

れの特性をもっているので、教育を実施する場合には相手

の知識、能力に応じて受講者のニーズに合わせると同時に

理解されるように話すことが必要である。労働衛生教育の

主役はあくまでも受講者なのである。

産業医は組織的には企業人であり、受講者もまた企業人

である。受講者の理解を得るためには、両者とも企業人と

いう同じ土俵の上で意思疎通を図るべきである。

前にも述べたように１回の教育で受け入れられる知識の

量は限られている。また資料もない講義だけでは耳からし

か情報が入らないため、印象に残る部分しか後に残すこと

はできない。したがって教育にあたってはレジュメや資料

を用意すべきである。これらは視覚を通すことにより理

解を深めるとともに、教育終了後に情報として持ち帰る

ことが可能になる。

労働衛生教育は必ず評価を行うべきである。評価はア

ンケート形式が一般的であるが、もっとも望ましいのは

その教育が事業場に対して実際面でどのように寄与した

かを示すことである。

図は筆者が所属する事業場で開発し、実施した管理者

に対するメンタルヘルス教育の評価結果である。このコ

ースは中央安全衛生委員会の下部組織として、健康管理

小委員会を設置し、社内開発したものである。そのメン

バー構成は、小委員長は筆者（当時安全健康室長）が担

当し、メンバーは事業場に所属する保健師、看護師、教

育担当部署、運動指導担当者、産業医（アドバイザー）

で構成されている。検討期間は約１年半に及んだが積極

的傾聴法を中核としてコミュニケーションを狙いとした

管理者（一部役員含む）を対象とする13時間コースが完

成し、実施した。

アンケートの反応もよく、受講者数が300名を超えた頃、

担当役員の指示で企業効果の評価を行った。（図）

この調査の結果、管理者の行動変容等の結果が見られ

たが、もっとも眼についたのは教育効果としての職場の

変化である。すなわち、コミュニケーションの改善が部

長クラスから一般にいたるすべての層で認められるとと

もに、情報の共有化に高い効果が見られ、これにより企

業の中の正式コースと認められたものである。

結局、労働衛生教育は企業活動の中で存在感のあるも

のにすることがもっとも重要である。
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であり、安全衛生マネジメントシステムでも示されている

Ｐ（Ｐｌａｎ），Ｄ（Ｄｏ），Ｃ（Ｃｈｅｃｋ），Ａ（Ａｃｔ）

のステップで考えることが有効である。

労働衛生教育を計画する場合は事業場内の安全衛生組織

を活用してチームによる運営を図ることが望ましい。教育

の実施にあたってはカリキュラムの検討、事業場内の実施

手続き、案内書の配布、会場準備等多くの作業が必要なた

めである。このような場合には関係者で構成する教育検討

チームを設置することがもっとも効率的である。チームリ

ーダーは産業医がなってもよいが、むしろ安全衛生組織の

責任者がリーダーとなり、産業医は専門家の立場からアド

バイザーとなるほうが負担は少ない。

チームが設置されたらいよいよ具体的な検討に入る。こ

れは５Ｗ２Ｈの手法を活用することが有効である。

）

対象となる受講者を決めるものである。教育内容は対象

者により大きく異なるため、専門的な内容の場合はいろい

ろな受講者層が混在しないようよう注意する必要がある。

また教育の実施者（トレーナー・担当者）を決める場合に

はテーマおよび受講者層にもっとも適したトレーナーを選

ぶことがポイントである。

）

対象者に何を教えるかというカリキュラムの決定は教育

計画の中心部分である。具体的内容は「３．労働衛生教育

の対象者の特性」を参考にされたい。

）

カリキュラムの内容を決める際には、その教育内容が受

講者にとってなぜ必要かを明確にしなければならない。こ

のステップはその労働衛生教育の妥当性を示すものであ

る。

）

教育を行う時間帯および教育時間を決めるステップであ

る。これは事業場の業務による制約を受けるため、長時間

実施する場合には、時間を分散してシリーズものの形にす

る場合もある。

）

教育会場を検討するステップである。通常は騒音が少な

く、職場から多少はなれた場所を設定することが望ましい。

）

教育方法を決める重要なステップである。教育内容、受

事業者は安全衛生管理の最高責任者であることはいうま

でもなく、事業場の安全衛生管理は事業者の安全衛生ポリ

シーにより大きな影響を受ける。しかしながら事業者は同

時に企業経営の最高責任ももっているから、２つの責任を

両立させなければならない。このジレンマがいわゆる不祥

事を引き起こす背景となる場合がある。したがって事業者

に対しては企業の安全衛生責任、遵法性を理解させること

が重要になる。

衛生管理者は事業場内で事業者の委任を受けて事業者、

総括安全衛生管理者の職務を代行して担当する立場にある

から、衛生管理者のレベルアップは当然重要である。衛生

管理者は事業場の規模により複数人数が配置されることに

なっているが、実態は選任されたすべての衛生管理者が活

動しているとは限らない。すなわち衛生管理者は積極的に

動いている層と消極的な層があり、すべての衛生管理者の

質的向上は労働衛生管理の課題のひとつである。

衛生管理者の資格をもつ看護職はともかくとして、健康

管理を中心とする看護職は個人の健康管理には精通してい

る半面、職業性疾病の背景、すなわち作業環境、有害化学

物質、作業内容に対する知識が十分ではない。これは健康

障害の原因を追究し、問題を解決する力が不足しているこ

とを意味している。そのため、労働衛生教育では有害物、

作業環境、作業管理に関する知識を衛生管理者等の力を借

りて実施すべきである。

職場における労働衛生行動については作業との関連が強

いため、衛生管理者や管理監督者の力を利用すべきである

が、基本的行動については産業医の立場から理解を求める

ことは有効である。

また、生活習慣病に関する啓蒙教育は先に述べたレベル

２（知識教育）でも動機づけという面で行動変容に結びつ

くことも期待できる。

労働衛生教育は医学、工学、心理学等による総合的教育

体系である。このシステムを確立するためには管理の基本
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講者層によって効果的な方法を検討する必要がある。教育

方法は種々のものがあるが、最近ではパワーポイント等の

画像を利用した視聴覚や現物（労働衛生保護具）を活かし

たものが多く採用されている。

とくに一方的な講義形式よりもグループ討議や演習形式

を取り入れた受講者参加型のほうが、教育効果が大きいと

認められている。

）

事業場における教育は当然費用の制約を受ける。教育計

画を立案する場合にはコスト感覚をもつことも重要であ

る。

教育に関連する事項は通常事務局員が担当するので、こ

こでは産業医が直接教育を行う場合の注意事項を述べる。

事業者、管理者、監督者、衛生管理者、労働者はそれぞ

れの特性をもっているので、教育を実施する場合には相手

の知識、能力に応じて受講者のニーズに合わせると同時に

理解されるように話すことが必要である。労働衛生教育の

主役はあくまでも受講者なのである。

産業医は組織的には企業人であり、受講者もまた企業人

である。受講者の理解を得るためには、両者とも企業人と

いう同じ土俵の上で意思疎通を図るべきである。

前にも述べたように１回の教育で受け入れられる知識の

量は限られている。また資料もない講義だけでは耳からし

か情報が入らないため、印象に残る部分しか後に残すこと

はできない。したがって教育にあたってはレジュメや資料

を用意すべきである。これらは視覚を通すことにより理

解を深めるとともに、教育終了後に情報として持ち帰る

ことが可能になる。

労働衛生教育は必ず評価を行うべきである。評価はア

ンケート形式が一般的であるが、もっとも望ましいのは

その教育が事業場に対して実際面でどのように寄与した

かを示すことである。

図は筆者が所属する事業場で開発し、実施した管理者

に対するメンタルヘルス教育の評価結果である。このコ

ースは中央安全衛生委員会の下部組織として、健康管理

小委員会を設置し、社内開発したものである。そのメン

バー構成は、小委員長は筆者（当時安全健康室長）が担

当し、メンバーは事業場に所属する保健師、看護師、教

育担当部署、運動指導担当者、産業医（アドバイザー）

で構成されている。検討期間は約１年半に及んだが積極

的傾聴法を中核としてコミュニケーションを狙いとした

管理者（一部役員含む）を対象とする13時間コースが完

成し、実施した。

アンケートの反応もよく、受講者数が300名を超えた頃、

担当役員の指示で企業効果の評価を行った。（図）

この調査の結果、管理者の行動変容等の結果が見られ

たが、もっとも眼についたのは教育効果としての職場の

変化である。すなわち、コミュニケーションの改善が部

長クラスから一般にいたるすべての層で認められるとと

もに、情報の共有化に高い効果が見られ、これにより企

業の中の正式コースと認められたものである。

結局、労働衛生教育は企業活動の中で存在感のあるも

のにすることがもっとも重要である。
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（注）表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号）の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第３項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に�
　　　基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する基準濃度をいう。�
�

　　　　　　　　　　　管　理　濃　度　等�
次の式により算定される値�
�
この式においてE及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。�
　E　管理濃度（単位　mg/m3）�
　Q　当該粉じんの遊離けい酸含有率（単位　パーセント）�
0.3 mg/m3�
2ppm�
水銀として0.01 mg/m3�
　－�
5μm以上の繊維として0.15本/cm3�
�
0.5 ppm�
1 ppm�
2 ppm�
0.5 ppm�
　－�
　－�
　－�
0.1mg/m3�
カドミウムとして0.05mg/m3�
クロムとして0.05mg/m3�
　－�
バナジウムとして0.03mg/m3�
ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3�
砒素として0.003mg/m3�
　－�
シアンとして3mg/m3�
3 ppm�
シアンとして3mg/m3�

　－�
0.005mg/m3 �

5ppm�
クロムとして0.05mg/m3�
水銀として0.025mg/m3�
0.005ppm�
0.001ppm�
0.05ppm�
　－�
0.6 mg/m3�
2 ppm�
0.5 ppm�
ベリリウムとして0.002 mg/m3�
　－�
　1 ppm�
ペンタクロルフェノールとして0.5 mg/m3�
　－�
マンガンとして0.2mg/m3�
2ppm�
5ppm�
0.1ppm�
鉛として0.05mg/m3�
500ppm�
50 ppm�
200ppm�
100ppm�
400ppm�
5 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
50 ppm�
5 ppm�
10 ppm�
10 ppm�
150 ppm�
100 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
150 ppm�
200 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
25 ppm�
10 ppm�
10 ppm�
150 ppm�
50 ppm�
10 ppm�
20 ppm�
１ppm�
50 ppm�
200 ppm�
200 ppm�
25 ppm�
50 ppm�
10 ppm�
40 ppm�
25 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
50 ppm�
200 ppm�
50 ppm�
50 ppm�
５ppm�
　－�
10 ppm�
10 ppm�
0.2 ppm

　　　　　　　　　　　　　物　の　種　類　　　　�
 1　 　土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん�
�
�
�
　�
 2　 　アクリルアミド�
 3　 　アクリロニトリル　�
 4　 　アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）�
 5　 　アルファ-ナフチルアミン及びその塩�
 6　 　石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成７年４月１日前に製造され�
　　 　 又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。）�
 7　 　エチレンイミン�
 8　 　エチレンオキシド�
 9　 　塩化ビニル�
10　　塩素�
11　　オーラミン�
12　　オルト-トリジン及びその塩�
13　　オルト-フタロジニトリル�
14　　塩素化ビフェニル（別名PCB）�
15　　カドミウム及びその化合物�
16　　クロム酸及びその塩�
17　　クロロメチルメチルエーテル�
18　　五酸化バナジウム�
19　　コールタール�
20　　三酸化砒素�
21　　ジアニシジン及びその塩�
22　　シアン化カリウム�
23　　シアン化水素�
24　　シアン化ナトリウム�
25　　ジグロルベンジジン及びその塩�
26　　3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン�
27　　臭化メチル�
28　　重クロム酸及びその塩�
29　　水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）�
30　　トリレンジイソシアネート�
31　　ニッケルカルボニル�
32　　ニトログリコール�
33　　パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン�
34　　パラ-ニトロクロルベンゼン�
35　　弗化水素�
36　　ベータ-プロピオラクトン�
37　　ベリリウム及びその化合物�
38　　ベンゾトリクロリド�
39　　ベンゼン�
40　　ペンタクロルフェノール（別名PCP）及びそのナトリウム塩�
41　　マゼンタ�
42　　マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）�
43　　沃化メチル�
44　　硫化水素�
45　　硫酸ジメチル�
46　　鉛及びその化合物�
47　　アセトン�
48　　イソブチルアルコール�
49　　イソプロピルアルコール�
50　　イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）�
51　　エチルエーテル�
52　　エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）�
53　　エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）�
54　　エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）�
55　　エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）�
56　　オルト-ジクロルベンゼン�
57　　キシレン�
58　　クレゾール�
59　　クロルベンゼン�
60　　クロロホルム�
61　　酢酸イソブチル�
62　　酢酸イソプロピル�
63　　酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）�
64　　酢酸エチル�
65　　酢酸ノルマル-ブチル�
66　　酢酸ノルマル-プロピル�
67　　酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル-アミル）�
68　　酢酸メチル�
69　　四塩化炭素�
70　　シクロヘキサノール�
71　　シクロヘキサノン�
72　　１,４-ジオキサン�
73　　１,２-ジクロルエタン（別名二塩化エチレン）�
74　　１,２-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）�
75　　ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）�
76　　N,N-ジメチルホルムアミド�
77　　スチレン�
78　　１,1,２,２-テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン）�
79　　テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン）�
80　　テトラヒドロフラン�
81　　１,１,１-トリクロルエタン�
82　　トリクロルエチレン�
83　　トルエン�
84　　二硫化炭素�
85　　ノルマルヘキサン�
86　　１-ブタノール�
87　　２-ブタノール�
88　　メタノール�
89　　メチルイソブチルケトン�
90　　メチルエチルケトン�
91　　メチルシクロヘキサノール�
92　　メチルシクロヘキサノン�
93　　メチル-ノルマル-ブチルケトン�
94　　アントラセン�
95　　酢酸ビニル�
96　　パラ-ジクロルベンゼン�
97　　ビフェニル�
備考　  この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。�
�

Ｅ＝�
3.0　�
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（注）表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号）の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第３項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に�
　　　基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する基準濃度をいう。�
�

　　　　　　　　　　　管　理　濃　度　等�
次の式により算定される値�
�
この式においてE及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。�
　E　管理濃度（単位　mg/m3）�
　Q　当該粉じんの遊離けい酸含有率（単位　パーセント）�
0.3 mg/m3�
2ppm�
水銀として0.01 mg/m3�
　－�
5μm以上の繊維として0.15本/cm3�
�
0.5 ppm�
1 ppm�
2 ppm�
0.5 ppm�
　－�
　－�
　－�
0.1mg/m3�
カドミウムとして0.05mg/m3�
クロムとして0.05mg/m3�
　－�
バナジウムとして0.03mg/m3�
ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3�
砒素として0.003mg/m3�
　－�
シアンとして3mg/m3�
3 ppm�
シアンとして3mg/m3�

　－�
0.005mg/m3 �

5ppm�
クロムとして0.05mg/m3�
水銀として0.025mg/m3�
0.005ppm�
0.001ppm�
0.05ppm�
　－�
0.6 mg/m3�
2 ppm�
0.5 ppm�
ベリリウムとして0.002 mg/m3�
　－�
　1 ppm�
ペンタクロルフェノールとして0.5 mg/m3�
　－�
マンガンとして0.2mg/m3�
2ppm�
5ppm�
0.1ppm�
鉛として0.05mg/m3�
500ppm�
50 ppm�
200ppm�
100ppm�
400ppm�
5 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
50 ppm�
5 ppm�
10 ppm�
10 ppm�
150 ppm�
100 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
150 ppm�
200 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
5 ppm�
25 ppm�
25 ppm�
10 ppm�
10 ppm�
150 ppm�
50 ppm�
10 ppm�
20 ppm�
１ppm�
50 ppm�
200 ppm�
200 ppm�
25 ppm�
50 ppm�
10 ppm�
40 ppm�
25 ppm�
100 ppm�
200 ppm�
50 ppm�
200 ppm�
50 ppm�
50 ppm�
５ppm�
　－�
10 ppm�
10 ppm�
0.2 ppm

　　　　　　　　　　　　　物　の　種　類　　　　�
 1　 　土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん�
�
�
�
　�
 2　 　アクリルアミド�
 3　 　アクリロニトリル　�
 4　 　アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）�
 5　 　アルファ-ナフチルアミン及びその塩�
 6　 　石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成７年４月１日前に製造され�
　　 　 又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。）�
 7　 　エチレンイミン�
 8　 　エチレンオキシド�
 9　 　塩化ビニル�
10　　塩素�
11　　オーラミン�
12　　オルト-トリジン及びその塩�
13　　オルト-フタロジニトリル�
14　　塩素化ビフェニル（別名PCB）�
15　　カドミウム及びその化合物�
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20　　三酸化砒素�
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24　　シアン化ナトリウム�
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29　　水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）�
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53　　エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）�
54　　エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）�
55　　エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）�
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57　　キシレン�
58　　クレゾール�
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60　　クロロホルム�
61　　酢酸イソブチル�
62　　酢酸イソプロピル�
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64　　酢酸エチル�
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66　　酢酸ノルマル-プロピル�
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備考　  この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。�
�

Ｅ＝�
3.0　�
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　　　　　　　　　　　　　分析方法�
　�

高速液体クロマトグラフ分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法�

 �
１　液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法　�
2 　固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法�
�
ガスクロマトグラフ分析方法�
�
1　液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法　�
2　固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法�
�
ガスクロマトグラフ分析方法�
�1　液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法　�
2　固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法�
�
ガスクロマトグラフ分析方法�
�
ガスクロマトグラフ分析方法�
�
1　液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法　�
2　固体捕集方法及び直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法�
�
ガスクロマトグラフ分析方法�
�ガスクロマトグラフ分析方法��

　　　　試料採取方法�　�
フィルター及び捕集管を組み合わせた�
ろ過捕集方法及び固体捕集方法�
�
液体捕集方法、固体捕集方法�
又は直接捕集方法�

固体捕集方法�
�
液体捕集方法又は固体捕集方法�
�
固体捕集方法又は直接捕集方法�
�
液体捕集方法、固体捕集方法�
又は直接捕集方法�
�
固体捕集方法又は直接捕集方法�
�
固体捕集方法又は直接捕集方法�
�
液体捕集方法、固体捕集方法�
又は直接捕集方法�
 �
固体捕集方法� �
固体捕集方法�

　　　  物の種類�

 1　アントラセン�

 2　クロロホルム�

 3　酢酸ビニル�

 4　四塩化炭素�

 5　1,4-ジオキサン�

 6　1,2-ジクロルエタン�
　　(別名二塩化エチレン)�

 7　ジクロロメタン�

 8　テトラクロルエチレン�
　　(別名パークロルエチレン)�

 9　1,1,1-トリクロルエタン�

10  パラ-ジクロルベンゼン�

11  ビフェニル�

労働者①　　　　　　　 0.5

労働者②　　　　　　　 0.8

労働者③　　　　　　　 0.6

労働者④　　　　　　　 0.4

労働者⑤　　　　　　　 0.8

遊離けい酸含有率＝2.1％

・管理濃度（E mg/ m3）＝3.0／（0.59×2.1＋１）＝1.34

１回目　　　　 0.91

２回目　　　 2.61

３回目　　　　 0.01

４回目　　　　 0.69

５回目　　　　 0.34

６回目　　　　 0.69

・管理濃度（ppm）＝１

労働者①　 0.85

労働者②　 0.13

労働者③　 0.01                

労働者④　 0.03

労働者⑤　 0.07 

労働者⑥　 0.13

労働者⑦　 0.10

労働者⑧　 1.04

労働者⑨　 0.16

遊離けい酸含有率= 44.0%

・管理濃度
（E mg/ m3）＝3.0／（0.59×44.0＋１）＝0.11

・換算値（C）の計算
換算値（C）＝（トルエン濃度／ト
ルエン管理濃度）＋（キシレン濃
度／キシレン管理濃度）＋（酢酸エ
チル濃度／酢酸エチル管理濃度）＋
（メチルイソブチルケトン濃度／メチ
ルイソブチルケトン管理濃度）

労働者①　　　　 78.6 16.8 18.0 3.2
労働者②　　　　　11.8 7.1 18.4 7.2
労働者③　　　　　90.4 20.1 17.9 7.4
労働者④　　　　　21.1 9.6 27.1 11.8
労働者⑤　　　　 103.9 24.4 21.2 4.4
労働者⑥　　　　 35.7 25.3 8.7 32.8
労働者⑦　　　　 160.5 27.9 33.2 13.2

労働者①　　　1.572 0.336 0.090 0.064 2.06
労働者②　　　0.236 0.142 0.092 0.144 0.61
労働者③　　　1.808 0.402 0.090 0.148 2.45
労働者④　　　0.422 0.192 0.136 0.236 0.99
労働者⑤　 2.078 0.488 0.106 0.088 2.76
労働者⑥　　　0.714 0.506 0.244 0.656 2.12
労働者⑦　 3.210 0.558 0.166 0.264 4.20

・管理濃度（E）＝１（無次元）

労働者①

測定日の設定�

測定点の設定�

　測　　定　　　　　　　記　録�

　評　　価　　　　　　　記　録�

必要な措置�

�測定値≦管理濃度等�

全ての測定点における測定値�
が管理濃度等以下の場合�
�

測定値＞管理濃度等�

１以上の測定点で測定値が�
管理濃度等を超えた場合�
�

・労働者に有効な呼吸用保
護具を使用させる�
・労働者の健康保持に必要
な措置を講じる�

現在の作業環境管理の継続
的維持に努める�

施設、設備、作業工程又は
作業方法の点検を行い、そ
の結果に基づき、作業環境
を改善するため必要な措
置を講じる�
�
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もとより同事業所では、健康診断

に始まる健康保持・増進、疾病予防

などの一連の管理活動には余念がな

く、各種の教育や体力・健康づくり

施策に工夫を施しつつ、一定の成果

を得ていたものである。それでも、

現場の第一線に最先端の生産設備・

システムや多量の化学物資を持って

いるため、多くの作業で極度の集中

力が求められ、また身体への緊張が

伴うこともある。産業保健の立場か

らは、懸念すべき要因が少なくない

ところだろう。

「色々な活動を行っていますが、

今、改めてポイントを掲げると『化

学物質リスク評価』、『エルゴノミク

スに基づいた作業負荷改善対策』、ス

トレス軽減を目指した『職場環境改

善対策』になるでしょう」と彌冨医

師。自身が定期的に行っている職場

巡視によって直接見て聞いた情報と、

持てる知見を突き当て、あえて重点

に据えたものである。

手元に、これらの事柄に関して記

した資料がある。彌冨医師が安全衛

生委員会での報告用にまとめたもの

だ。紙幅の都合上、詳細は割愛せざ

るを得ないが、いずれも目的や方法、

効果などを明確に示

し、図表や写真を多

用しているため、分

かりやすい。科学的

なだけに難解になりが

ちな内容を“さらり”

と、だが十分に伝え

切っているのは、技

術なのだろうか。

他方で、既製のフォーマットを俎上

に乗せて課題を披歴するなど、学術

的な色合いを持たせてみてもいる。

硬軟のバランスが心地よい。

彌冨医師が掲げたポイント、「スト

レス軽減を目指した『職場環境改善

対策』」については、すでにご存じの

方もいるだろう。ＳＵＭＣＯのよう

な半導体産業では、事業展開にスピ

ードが要求され、組織構造が変化し

やすい。従業員らのメンタルヘルス

対策が、抜き差しならない課題であ

り続ける。そこで取り組んだ、スト

レスに的を絞りつつの作業環境改善

活動。

淡々と、「諸活動の基本は、ＰＤＣ

Ａ（計画、実行、評価、改善）のサ

イクルを回すこと」と話す彌冨医師

だが、活動開始から３年あまりで改

善件数が４倍強に上っている。

これをもって、にわかに“成果あ

り”とは断ずることはできないのだ

ろうが、彌冨医師の、

「ストレス判定の結果などは、単なる

職場環境の評価ツールに留めず、管

理職によるラインケアの参考資料、

産業保健スタッフとライン間のコミ

ュニケーションツールなどと捉えて

活用することが有効でしょう」

「個人的な問題であるほど専門家のサ

ポートが必要です。そうした意味で、

メンタルヘルスについては我々が積

極的に関わっていく」

――などの言質を知ってみれば、活

動の質の高さが窮えよう。

万事の活動で、音量・色彩・形状

が行き届いた、鋭くも柔らかな、周

囲へのメッセージがあった。それは、

遠かったスタッフとラインの間を紡

ぐように発せられていた。

◆ ◆

再び岩谷課長。「彌冨先生は、新し

い種々の情報とその使い勝手を伝え

てくれます。我々はそれをサポート

し、また一方では主体的に働きかけ

て、ＳＵＭＣＯ九州事業所発の情報

を提供していきたい」である由。こ

のうえない結びの言葉ではある。

あえて申し添えるとすれば、広が

り続ける彌冨医師の活動範囲につい

て――であろうか。不可欠な“人”

は得ている。だが、事業場として良

き産業保健活動を継続させるなかに

あって、必要な人材が自らの世界を

広げていくのは必定のような気配で

ある。

ＳＵＭＣＯ九州事業所には、その

点をどう補っていけるかなどという、

少しぜいたくな、持てる悩みを抱え

て頂くことにした。
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◆ ◆

ＳＵＭＣＯ九州事業所は、伊万里工

場（伊万里市）、佐賀工場（杵島郡江

北町）を中心に構成されている。両工

場の従業員数は、およそ1,800人。そ

の健康管理全般を担当するのは安全防

災課である。同課・岩谷敏彦課長が、

「当課では、安全、衛生、交通、環境

などを管轄していますが、特に健康に

関する事柄は喫緊の課題であり、対

策にも専門的な手腕が必要と考え、

1996年に健康管理センターを設置し

て推進しています」と教えてくれた。

具体的に実務に携わるのは、産業

医１名、衛生管理者８名、保健師１

名、看護師１名。産業医以外は、両

工場に塩梅よく配されている。また、

多くの活動でラインの参画が必要に

なるが、安全衛生委員会の積極的な

サポートを得、時にワーキンググル

ープを組むなど、適宜の対応をもっ

て粛々と活動に当たっている。

このような構図のなかで活動の核

になるのは、ひとえに産業医であろ

う。月並みだが扇の要。活動の、計

画から実施、さらにはその評価・改

善まで一貫して主役を張り通す、彌

冨美奈子医師のことである。2000年

より、九州事業所の専属産業医とし

て八面六臂の活躍中だ。

”九
州
事
業
所
発
“の

新
た
な
る
情
報
の
発
信
を

第38回

SUMCO

佐賀県伊万里市、
杵島郡江北町
約1,800人
半導体産業

産業医巡視にも熱が入る。メンテナンスルームで、労働者
への有機溶剤のばく露量を測定しているひとこま。

第38回

専属産業医
彌冨美奈子
医師

岩谷課長（左上）、彌冨医師と、主として伊万里工場で産業
保健活動に携わる方々。タイトな計画を粛々とーー。

心の健康づくりシンポジウムでの彌冨医師
（右端）。シンポジストとして壇上に。
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もとより同事業所では、健康診断
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る。印刷された写真よりPC画像

でみる写真は、大きく、より鮮

明で現実感がある。またスクリ

ーンに映して議論しながら、集

団学習することも可能である。

エックス線写真だけでなく組織像も豊富で、臨床家にと

っては貴重な学習資料となる。またアスベストの使用箇

所、アスベスト関連疾患の診断と治療に関する座談会、

労災認定基準なども日常診療に役立つ内容となっている。

執筆者は労災病院の専門医を中心に、研究所や大学の

教員で石綿障害に造詣の深い日本を代表する方々であり、

文字通り時代の求める本といえる。健診機関、病院、診

療所、医学教育機関などで診療・教育業務に携わる医師

に必読の書といえる。

わが国では、悪性中皮腫や肺がんの中で、労災認定さ

れる割合が低いといわれている。その理由として、労災

認定基準に関わることもあるが、一般医師の石綿関連疾

患に対する認識の低さが挙げられている。これらの疾患

を診断した際、業務歴の調査が不十分で、細胞・組織学

的な検査の際に、石綿繊維や石綿小体の検索など原因の

追求が十分行われず、胸膜プラークの存在が十分評価さ

れないために、労災認定に至らない例もあると考えられ

る。またCT撮影検査が日常診療で行われていても、胸

膜プラークと紛らわしい所見があり、正しく判定されな

い例も少なからず存在すると思われる。

このような状況で必要なことは医師の再教育であり、

本書はその期待に十分応えるものと思われる。本書の特

徴は豊富な症例提示を、文中とCR-ROMに備えた点であ

産業保健 �

独立行政法人労働者健康福祉機構　編　
労働調査会　刊

�

１月19日、東京・千代田区の九段

会館ホールで、「心の健康づくりシン

ポジウム」が開催された。主催は厚

生労働省・中央労働災害防止協会。

テーマは“職場環境等の改善で進め

る心の健康づくり”。

中災防・木村嘉勝常務理事のあい

さつで開会、厚生労働省・阿部重一

労働衛生課長

による行政の

メンタルヘル

ス対策の展開

状況を盛り込

んだあいさつ

に引き続き、

メインシンポジウムが行われた。

座長に、下光輝一氏（東京医科大

学副学長）、シンポジストに、川上憲

人氏（岡山大学大学院教授）、長見ま

き子（関西福祉科学大学助教授）、吉

川徹氏（（財）労働科学研究所主任研究

員）、彌富美奈子氏（（株）ＳＵＭＣＯ

九州事業所専属産業医）を据え、産

業現場の心の健康づくりに関する具

体策について、重要な事例、意見が

交わされた。

特に、メンタルヘルスに関する職

場環境改善の実践ツールである“ヒ

ント集（メンタルヘルスアクション

チェックリスト：ＭＨＡＣＬ）”の活

用方法を巡って有用な意見が交わさ

れた。

「事業場の業種や規模、作業内容、

組織環境などに合わせて項目を取捨

選択するなど、工夫すればより有効

に活用できる」、「産業保健職と管理

職、社員などの間のコミュニケーショ

ンツールとしても有効」などといっ

た提言を皮切りに、参会者も交えた

積極的な討議が繰り広げられ、下光

氏の「メンタルヘルスに係る職場環

境改善は、今、緒についたばかり。

本シンポで得たことを事業場に持ち

帰って活かして欲しい。そうして、

さらに様々な事例や新しい知見が得

られれば幸い」との言葉で幕となっ

た。

同シンポ後には、特別講演で、倉

嶋厚氏（理学博士、気象エッセイス

ト）が、妻の死やうつ病とどう向き

合ってきたか――などを熱く伝えて

いた。

立東金病院の西原晴美氏が講演を行

い、専門医・産業医・看護職それぞれ

の立場から「性差医療」の視点、「女

性労働者と仕事」、「女性外来のモデル

システム」等について貴重な提言がな

された。

続く後半は、「女性外来の内外から

女性医療を考える」と題したパネルディ

スカッションが組まれ、パネ

ラーとして、前半の講師であ

る天野、初見の両氏に加え、

中部労災病院・女性診療科部

長の上條美樹子氏、和歌山労

災病院副院長の矢本希夫氏が

壇上に上がり、さらにメディ

アの立場からTBSテレビ報道

局の川畑恵美子氏、ジャミッ

クジャーナル編集部の仁科典

子氏も加わった。

ディスカッションでは、女性外来医

師の立場からは、女性外来が増えてき

つつも、女性が気軽に相談できる場が

まだまだ少ない、また各科疾患を扱う

ことになり総合医療が求められている

といった現状が報告され、専門医・研

究者の立場からは、性差医療のエビデ

ンスの確立が急がれること、研究の中

に常に女性医学の視点を意識し入れ込

んでいくことの重要性が強調された。

一方メディアの側からも貴重な指摘

がなされ、「女性外来を組織としてよ

りアピールしていくこと、それには不

満よりも成功事例をもって訴えていく

ことが重要ではないか」、「女性外来の

看板は増えてきたにもかかわらず、そ

れでも就労女性のどれだけの人が利用

できているのか…様ざまな障害や問題

点があることは承知しつつも、そろそ

ろ女性外来が病院の外に出ていっても

いいのでは」といった提言がなされた。

前後半を通じて会場からの質問や意

見も多く、様ざまな課題や問題点が指

摘されつつも、今後の進展を予感させ

る充実したフォーラムとなった。

平成18年２月４日（土）、東京都港

区の女性と仕事の未来館において、独

立行政法人　労働者健康福祉機構の主

催で、第２回労災病院女性医療フォー

ラムが開催された。

女性外来の問題点と今後を考える集

いとして昨年スタートした同フォーラ

ム。２回目となる今回は、２つのセッ

ションが用意された。前半は「女性医

療を充実させるために」と題し、性差

医療の基礎知識として微小血管狭心症

の診断と治療について千葉県衛生研究

所所長の天野恵子氏が、また、女性外

来のあるべき姿について産業医の立場

から日本アイ・ビー・エムの初見智恵

氏、女性外来看護師の立場から千葉県

厚生労働省・阿部重一労
働衛生課長

メインシンポジウムのひとこま

各シンポジストからストレス対策の提言が

北里大学医学部衛生・公衆衛生学　

「トータルな女性のライフサイクルに応じた
医療の提供を」と天野氏。

活発な意見が交わされたパネルディスカッション。
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働衛生課長

メインシンポジウムのひとこま

各シンポジストからストレス対策の提言が

北里大学医学部衛生・公衆衛生学　

「トータルな女性のライフサイクルに応じた
医療の提供を」と天野氏。

活発な意見が交わされたパネルディスカッション。
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平成12年に国から「事業場にお

ける労働者の心の健康づくりのた

めの指針」が公表されたことはご

存知のことと思います。翌13年度から、この指針を踏

まえ、全国から61のモデル事業場を選定し『メンタル

ヘルス指針推進モデル事業』が推進され、平成17年度

からは新たに『メンタルヘルス対策支援事業』がスタ

ートしています。これは、モデル事業における支援制

度から得られた結果をもとに、さらに各事業場が利用

しやすいように見直しをかけられたものです。基本的

に無料ですので、この事業の利用を検討されてはいか

がでしょうか。

本事業は、窓口を中央労働災害防止協会安全衛生サ

ービスセンターと都道府県労働基準協会（連合会）が

担い、支援専門家が事業場へ出向きさまざまな内容の

支援を行うというものです。

まず、事業場が支援意向申請を行いますと窓口が事

前打合せを行います。その後、支援専門家を同行して

直接事業場に赴き、関係者と入門的支援（ガイダンス）

を行います。その結果、支援内容、スケジュール等概

提供・協力　熊本産業保健推進センター

実践・実務の�

衛生管理者や産業医の先生にも報告の場面を担ってもら

っていますか。また、意見を求めたりしていますか。例

えば衛生巡視結果報告、作業環境測定等の結果報告、健

康診断結果の分析・考察、将来の検討課題など、委員会

で可能なかぎりの情報を共有することによって快適な職

場環境づくりにつなげていく活動内容はたくさん出てく

るのではないでしょうか。

最後に、担当者の役割、周囲とのフットワークは十分

でしょうか。①事務局による定例会議（月１回）に際し

ての会議召集方法の配慮・工夫、②管理職はいろいろな

会議に出席することが多いので、事務局は会議の議題内

容に優先順位をつけ、必要時は事前に報告等の役割をお

願いしておくこと、③各自が自己のスケジュールを組む

上でスムーズに処理しやすくするために、定例会議は月

の第３月曜の午後といったようにルール化しておくこと

などが必要かつ有効ではないでしょうか。

いろいろとご説明しましたが、改善の方法・中身は身

近にたくさんあるような気がします。事務局としての気

遣いも多いかと思いますが、上記のような“場づくり”

により事業者も“真の姿”をとらえることができます

し、活き活きとした職場環境を作る上においても、いろ

いろな意味で相乗効果は大きいと思われます。

安全衛生委員会の役割等につい

ては、本誌第42号の18ページをご

参照ください。ここでは、委員会の本来の機能に戻すた

めには、実務的にどう改善すればよいのかを考えてみま

しょう。

まず、委員会の雰囲気はどうですか。①和気あいあい

としてオープン、②開催前に根回しが済んでいて報告と

確認だけの場面、③労使交渉の場面と同様で多少の緊張

関係があるなど、業種・規模によりさまざまな姿がある

かと思いますが、やはり、諸問題の審議決定の機関です

からそれぞれの立場にたった意見交換ができない雰囲気

では困ります。

委員会のメンバーになったら、安全衛生に関する知識

を身につけるための勉強やインターネットの活用や職場

巡視などで日頃から自己研鑽に励むことが大切です。知

っているフリ、わかったフリが多くなると質問も少な

く、物事を正しくみる“目”が養われません。つまり委

員会の“審議する機能”が薄れていきます。委員会の推

進者は常にアンテナを高く持ち、構成委員の意識を上げ

るような働きかけができるように自ら努力することが大

切ではないでしょうか。

次に、問題の取り上げられ方はいかがでしょうか。

要の決定と受諾がなされますと、できるだけ、事業場の

希望を取り入れた形で支援が行われるというものです。

諸費用は主に中災防安全衛生センターが負担します

（ただし、印刷物等教育研修資料が必要な場合は事業場

負担となります）。支援内容についても、計画から教育

研修、マンパワーの支援まで広範囲に及んだ内容となっ

ています。

なお、詳しい内容のお問い合せは中災防安全衛生サー

ビスセンターまたは都道府県労働基準協会（連合会）と

なっています。
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いた。当時は、高齢者や子供を相手に

することがほとんどで、中間層の労働

者が抜けていたことに感ずるところが

あった。「一般的に、働きざかり層は

家族を養ったり、会社を担っている

方々ですよね。その人たちの健康管理

にも興味が向きはじめたんです」と、

職域への転身のきっかけを語ってくれ

た。そして産業看護職に従事すること

になる同社に15年前に入社した。

安全環境の担当となった当初は、手

探りの日々だったという。「作業場の

騒音の数値が高いために耳栓の着用を

指導したのですが、作業中に必要な会

話が聞こえないなどの支障がでました。

いろいろ検討しながら対策に取り組み、

耳栓の素材や形状を変えることにより

今では騒音問題はクリアーした状態に

することができました」と試行錯誤の

日々を振り返る。

エピソードがある。一昨年、中越地

震に被災した新潟県川口町に、同社の

川口事業所がある。「地震で事業所が

被災した時、産業医と２人で川口事業

所の産業保健スタッフのサポートに駆

けつけました」。震源地に近いことも

あり、事業所の復旧にも時間を要して

いた。「そのとき従業員の全員面談を

福島県福島市にある照明部品を製造

している東芝照明プレシジョン株式会

社。斎藤恵里子さんは、総務部グルー

プの安全環境担当の保健師だ。「今は安

全衛生委員会に提案する新年度の計画

を固めているところでして…」と、同

社の安全衛生部門で重要な役割を担っ

ている。年間スケジュールをプランニ

ングするとともに、安全衛生に関する

啓発を目的とした毎月の社内報の『環

境安全ニュース』の制作も斎藤さんの

手による。「イントラネットで掲載して

おり各事業所の社員に閲覧でき、同時

に安全衛生関係掲示板に掲示して派遣

社員や、業者の方にも読んでいただい

ています。最近ではそれを議題にミー

ティングを行っているところもありま

す」と社内に安全衛生文化が醸成しは

じめていることを説明してくれた。

斎藤さんは、同社で産業看護の職に

就く前は、地方自治体で保健師をして

実施しました。家も会社も大変なこと

になった従業員の心労は大きかったで

す。少しでも力になれるようにと従業

員の話に耳を傾けました」。従業員の体

調面はもちろんだが、メンタルの面で

も、面談をすることにより、「少しでも

不調の回復、予防になれば、との思い

で取り組みました」。

近年では後進の指導にも力を注ぎ、

母校で、地域看護活動方法論（産業保

健分野）の講師を務めるという顔もあ

る。また、幅広い活動のバックグラウ

ンドには、福島県内の保健師たちの情

報交換の場としての「インテル」の存

在も大きいという。「この会では、業態

の違うさまざまな職場の産業看護職が

集まって、それぞれが持つ悩みや事例

を持ち寄り、話し合っています。皆さ

んの生の声は、自分の経験や活動を客

観化する意味でも大きな支えになって

いますね」。

最後に斎藤さんは、「産業保健の仕事

は、健康管理・作業環境管理・作業管

理の３つの視点が融合してはじめて形

成されていると思います。これからも、

ひとつの側面だけにとらわれない安全

衛生の精神を持っていきたい」と抱負

を語ってくれた。

「各部署の衛生管理者からの報告を受けて、現場

確認という理由を見つけては職場巡視をします」。富

士ゼロックス株式会社竹松事業所には衛生管理者を

主要部署ごとに配置している。そのため、統括する

立場の環境安全チーム長の石塚金蔵さんは、常にさ

まざまな気を配って全体を隈なく見渡すように心が

けている。「働きやすい職場環境を維持していきたい

んです。それをコーディネートするのが私たちの仕

事だと思っています」と気さくに話す姿に人柄が表

れていた。

衛生管理者となるきっかけは、ある保健師さんが、

石塚さんを強力に後押しして推薦してくれたからだ

という。石塚さんは、それまで別の会社で環境部門

を担当していた。20年前に富士ゼロックスへ転職し

てきたとき、工学を専攻していたこともあり生産管

理部門の分析担当に配属となった。そこへ白羽の矢

が立てられたのだ。「コピー機用のドラムやトナーを

製造しているため、粉じんや有機溶剤、騒音などの

発生がある。その作業環境管理を進めるためには衛

生管理者が必要だったのでしょう」。同社は企業とし

て安全衛生推進に前向で、きめ細かな安全衛生活動

を展開するため、竹松事業所には現在、石塚さんを

はじめ30名余りの資格取得者がいる。

しかし、衛生管理者の資格を取ったからといって、

いきなり完璧な業務をこなせるわけではない。「特に

製造部門の経験がないので苦労したところもありま

す。わからない分、現場の立場になって、一緒にな

って取り組んでいくことで、自分なりに理解を深め

ていきました。逆に、こちらの意図をどう理解して

もらうかが大変でした。現場の目線に立って一つひ

とつ積み上げていった感じです」と、衛生管理者に

なりたての頃を振り返った。

積み上がった成果のひとつに、法定の作業環境測定

の他にさらに「個人ばく露測定」を実施している。

「外部測定機関にて作業環境測定を依頼しＡ・Ｂ測定

を実施していますが、個人ばく露測定の実施によりＢ

測定だけでは分らなかった新たな知見が得られていま

す。個人ばく露測定結果に対して自主基準値を定めて

改善を進め、より快適な作業環境づくりを進めている

ところです」と説明してくれた。

石塚さんを支えた大きな要因に、同じ職務を担う仲

間の存在があったという。神奈川には「土曜会」とい

う衛生管理者、保健師、作業環境測定士等さまざまな

メンバーが集まった会がある。ベテランから若手まで

おり、それぞれに職場環境が違うため、考え方や問題

の対処方法も異なる人たちで形成されている。「お互

いに違う環境下だから、その企業なりの取り組み方が

あります。どんなことが有用な情報として機能するか

は分からない、だからこそ臆せず自分ならどうするか

という意見を言えます。そんな雰囲気が土曜会にはで

きています」。最近は、土曜会の大ベテランメンバー

の話を聞く機会を設けている。労働安全衛生法ができ

た当時の苦労話や、巡視で潜在リスクを見出す｢巡思｣

のやり方など会社に戻ってからの日々の安全衛生活動

に非常に役立っている。

衛生管理者の職務のポイントはどこにあるのか。

「サービス精神でしょうか。人対人の中で活動してい

く仕事ですから」。人と人、人と職場をコーディネー

トする石塚さんは、満面の笑みで答えてくれた。
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産業保健の魅力を語る斎藤さん。
会話のはしばしにみせる笑顔が
印象的だ。
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平成2年と平成5年より、40～69歳の

男性43,383人を対象に飲酒と自殺との

関係について、7～10年追跡調査した

結果が平成18年3月に発表された。

この追跡期間の間に、対象者のうち

168人の自殺者が確認されている。そ

の結果を踏まえて、飲酒頻度と1日あ

たりの摂取量（日本酒換算）によりグル

ープ分けし、自殺リスクを比べている。

もっとも飲酒量の多いグループ（日

本酒換算で１日3合以上）とまったく

飲まないグループは、時々飲むグルー

プ（月に１～３回）に比べ自殺のリス

クが2.3倍となった。

習慣的な大量飲酒が自殺のリスク要

因であることや、アルコール乱用者な

どで自殺リスクが高いことは知られて

いる。しかし、まったく飲まない人の

自殺リスクも高いという「U字型」の

関連が示されたのは初めてのことだ。

酒を飲まないグループには、もとも

と飲まない人だけでなく、飲んでいた

が止めた人も含まれる。そこから自殺

リスクの高い要因として、その後の自

殺に結びつくような病気を抱えていた

人や、うつ状態の人が多かった可能性

なども考えられる。

今回の研究は、信頼性が比較的高い

飲酒量のデータだけを用い、うつ病や

アルコール依存などその他の背景に関

する情報は得られていないものの、飲

酒量と自殺の関係を調べた数少ない研

究結果となっている。
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〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目2番6号　NSS・ニューステージ札幌11F
TEL011-726-7701 FAX011-726-7702 http://www.hokkaidoOHPC.rofuku.go.jp

〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番3号　朝日生命青森ビル8F
TEL017-731-3661 FAX017-731-3660 http://www.aomoriOHPC.rofuku.go.jp

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号　マリオス12F
TEL019-621-5366 FAX019-621-5367 http://www.iwateOHPC.rofuku.go.jp

〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル12F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://www.miyagiOHPC.rofuku.go.jp

〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitaOHPC.rofuku.go.jp

〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250  http://www.yamagataOHPC.rofuku.go.jp

〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.fukushimaOHPC.rofuku.go.jp 

〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibarakiOHPC.rofuku.go.jp

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigiOHPC.rofuku.go.jp

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmaOHPC.rofuku.go.jp

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitamaOHPC.rofuku.go.jp

〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号　千葉ポートサイドタワー13F
TEL043-245-3551 FAX043-245-3553 http://www.chibaOHPC.rofuku.go.jp

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3F
TEL03-3519-2110 FAX03-3519-2114 http://www.sanpo13.jp

〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号　横浜ランドマークタワー43F
TEL045-224-1620 FAX045-224-1621 http://www.kanagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒951-8055 新潟県新潟市礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.sanpo15.jp

〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://www.toyamaOHPC.rofuku.go.jp

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawaOHPC.rofuku.go.jp

〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397 http://www.fukuiOHPC.rofuku.go.jp

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.naganoOHPC.rofuku.go.jp

〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.gifuOHPC.rofuku.go.jp

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.aichiOHPC.rofuku.go.jp

〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.mieOHPC.rofuku.go.jp

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigaOHPC.rofuku.go.jp

〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www.kyotoOHPC.rofuku.go.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号　堺筋本町センタービル9F
TEL06-6263-5234 FAX06-6263-5039 http://www.osakaOHPC.rofuku.go.jp

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー19F
TEL078-360-4805 FAX078-360-4825 http://www.hyogoOHPC.rofuku.go.jp

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp

〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.wakayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www.tottoriOHPC.rofuku.go.jp

〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimaneOHPC.rofuku.go.jp

〒700-0907 岡山県岡山市下石井1丁目1番3号　日本生命岡山第二ビル新館6F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp

〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchiOHPC.rofuku.go.jp

〒770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目61番地　徳島県医師会館３F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushimaOHPC.rofuku.go.jp

〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://www.kagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　住友生命松山千舟町ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://www.ehimeOHPC.rofuku.go.jp

〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kouchiOHPC.rofuku.go.jp

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://www.fukuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www.sagaOHPC.rofuku.go.jp

〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasakiOHPC.rofuku.go.jp

〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamotoOHPC.rofuku.go.jp

〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.ooitaOHPC.rofuku.go.jp

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.miyazakiOHPC.rofuku.go.jp

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号　鹿児島商工会議所ビル6F
TEL099-223-8100 FAX099-223-7100 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo46/

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.okinawaOHPC.rofuku.go.jp

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。


